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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成22年10月14日(2010.10.14)
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【年通号数】公開・登録公報2008-017
【出願番号】特願2007-245371(P2007-245371)
【国際特許分類】
   Ｇ０８Ｇ   1/017    (2006.01)
   Ｇ０８Ｂ  13/00     (2006.01)
   Ｇ０８Ｂ  13/22     (2006.01)
   Ｇ０８Ｃ  17/00     (2006.01)
   Ｇ０８Ｃ  19/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｐ   3/64     (2006.01)
   Ｂ６０Ｒ  25/00     (2006.01)
   Ｇ０８Ｇ   1/052    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０８Ｇ   1/017   　　　　
   Ｇ０８Ｂ  13/00    　　　Ｂ
   Ｇ０８Ｂ  13/22    　　　　
   Ｇ０８Ｃ  17/00    　　　Ａ
   Ｇ０８Ｃ  19/00    　　　Ｔ
   Ｇ０１Ｐ   3/64    　　　Ｂ
   Ｂ６０Ｒ  25/00    ６０９　
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【手続補正書】
【提出日】平成22年8月26日(2010.8.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　任意距離を離して設置され、車両に設置されたＲＦＩＤタグの情報を検出する第１のリ
ーダライタおよび第２のリーダライタと、
　前記第１のリーダライタおよび前記第２のリーダライタと接続された情報処理手段と、
を有し、
　前記第１のリーダライタが、前記ＲＦＩＤタグのメモリ部に保持された車両識別情報を
検出した後、前記第２のリーダライタが、前記ＲＦＩＤタグの前記メモリ部に保持された
前記車両識別情報を検出し、
　前記情報処理手段は、
　前記第１のリーダライタによって前記車両識別情報が検出された際の日時の情報である
第１の日時情報を保持する手段と、
　前記第２のリーダライタによって前記車両識別情報が検出された際の日時の情報である
第２の日時情報を保持する手段と、
　前記第１の日時情報と前記第２の日時情報との時間の差を算出する手段と、
　前記第１の日時情報と前記第２の日時情報との時間の差と、前記第１のリーダライタと
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前記第２のリーダライタの間の距離とから前記車両の平均速度を算出する手段と、
　を有することを特徴とする速度計測システム。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記情報処理手段は、コンピュータであることを特徴とする速度計測システム。
【請求項３】
　任意距離を離して設置され、車両に設置されたＲＦＩＤタグの情報を検出する第１のリ
ーダライタおよび第２のリーダライタと、
　前記第１のリーダライタおよび前記第２のリーダライタと接続されたコンピュータと、
を有し、
　前記第１のリーダライタが、前記ＲＦＩＤタグのメモリ部に保持された車両識別情報を
検出した後、前記第２のリーダライタが、前記ＲＦＩＤタグの前記メモリ部に保持された
前記車両識別情報を検出し、
　前記コンピュータは、前記第１のリーダライタによって前記車両識別情報が検出された
際の日時の情報である第１の日時情報を保持し、かつ、前記第２のリーダライタによって
前記車両識別情報が検出された際の日時の情報である第２の日時情報を保持し、
　前記第１の日時情報と前記第２の日時情報との時間の差を算出することにより、前記第
１のリーダライタと前記第２のリーダライタの間における前記車両の平均速度を算出する
ことを特徴とする速度計測システム。
【請求項４】
　請求項２または請求項３において、
　前記コンピュータは、サーバコンピュータまたはサーバコンピュータの下位に接続され
たコンピュータであることを特徴とする速度計測システム。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記車両は、前記ＲＦＩＤタグと通信を行う通信装置を有するものであることを特徴と
する速度計測システム。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一において、
　前記ＲＦＩＤタグは、充電可能なバッテリーと、充電制御回路と、を備えたものである
ことを特徴とする速度計測システム。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、
　前記ＲＦＩＤタグの前記メモリ部は、盗難情報、事故暦情報、修復暦情報、納税情報、
反則金納付情報、のいずれかを保持するものであることを特徴とする速度計測システム。
【請求項８】
　車両に設置されたＲＦＩＤタグの情報を検出する第１のリーダライタおよび第２のリー
ダライタを、任意距離だけ離して設置し、
　前記第１のリーダライタが、前記ＲＦＩＤタグのメモリ部に保持された車両識別情報を
検出することにより、前記車両が前記第１のリーダライタを通過する際の日時を計測し、
　前記第２のリーダライタが、前記ＲＦＩＤタグの前記メモリ部に保持された前記車両識
別情報を検出することにより、前記車両が前記第２のリーダライタを通過する際の日時を
計測し、
　前記車両が前記第１のリーダライタを通過する際の日時と、前記車両が前記第２のリー
ダライタを通過する際の日時の差を求め、
　前記日時の差と、前記第１のリーダライタと前記第２のリーダライタの間の距離とから
前記車両の平均速度を算出することを特徴とする速度計測方法。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記第１のリーダライタまたは前記第２のリーダライタが前記車両識別情報を検出する
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際に、前記ＲＦＩＤタグの前記メモリ部に前記車両が独自に計測した速度情報を保持する
ことを特徴とする速度計測方法。
【請求項１０】
　請求項８または請求項９において、
　前記第１のリーダライタまたは前記第２のリーダライタが前記車両識別情報を検出する
際に、前記ＲＦＩＤタグは前記ＲＦＩＤタグのバッテリーを充電することを特徴とする速
度計測方法。
【請求項１１】
　請求項８乃至請求項１０のいずれか一において、
　前記ＲＦＩＤタグの前記メモリ部には、盗難情報、事故暦情報、修復暦情報、納税情報
、反則金納付情報、のいずれかを保持することを特徴とする速度計測方法。
【請求項１２】
　車両に関する情報を保持するためのメモリ部を備えたＲＦＩＤタグを有し、
　前記メモリ部には車両識別情報が保持され、
　前記ＲＦＩＤタグは、リーダライタからの信号を受信した場合に、前記リーダライタに
対して前記車両識別情報を送信することを特徴とする車両。
【請求項１３】
　車両に関する情報を保持するためのメモリ部を備えたＲＦＩＤタグと、
　前記ＲＦＩＤタグと通信を行う通信装置と、を有し、
　前記メモリ部には車両識別情報が保持され、
　前記ＲＦＩＤタグは、リーダライタからの信号を受信した場合に、前記リーダライタに
対して前記車両識別情報を送信し、
　前記通信装置は、前記ＲＦＩＤタグと前記リーダライタとの間で通信が行われた場合に
、前記ＲＦＩＤタグに対して、車両が計測した速度情報を送信し、
　前記ＲＦＩＤタグは、前記車両が計測した速度情報を前記メモリ部に保持することを特
徴とする車両。
【請求項１４】
　車両に関する情報を保持するためのメモリ部と、充電可能なバッテリーと、充電制御回
路と、を備えたＲＦＩＤタグを有し、
　前記メモリ部には車両識別情報が保持され、
　前記ＲＦＩＤタグが、リーダライタからの信号を受信した場合に、前記充電制御回路は
前記バッテリーの電圧が任意の値に達しているか否かを判断して、前記バッテリーの充電
を行い、かつ、前記ＲＦＩＤタグは、前記リーダライタに対して前記車両識別情報を送信
することを特徴とする車両。
【請求項１５】
　車両に関する情報を保持するためのメモリ部と、充電可能なバッテリーと、充電制御回
路と、を備えたＲＦＩＤタグと、
　前記ＲＦＩＤタグと通信を行う通信装置と、を有し、
　前記メモリ部には車両識別情報が保持され、
　前記ＲＦＩＤタグが、リーダライタからの信号を受信した場合に、前記充電制御回路は
前記バッテリーの電圧が任意の値に達しているか否かを判断して、前記バッテリーの充電
を行い、かつ、前記ＲＦＩＤタグは、前記リーダライタに対して前記車両識別情報を送信
し、
　前記通信装置は、前記ＲＦＩＤタグと前記リーダライタとの間で通信が行われた場合に
、前記ＲＦＩＤタグに対して、車両が計測した速度情報を送信し、
　前記ＲＦＩＤタグは、前記車両が計測した速度情報を前記メモリ部に保持することを特
徴とする車両。
【請求項１６】
　請求項１２乃至請求項１５のいずれか一において、
　前記ＲＦＩＤタグは、前記車両のミラー部、ライト部、窓部のいずれかに貼り付けられ
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たもの、または埋め込まれたものであることを特徴とする車両。
【請求項１７】
　請求項１２乃至請求項１６のいずれか一において、
　前記車両に関する情報は、盗難情報、事故暦情報、修復暦情報、納税情報、反則金納付
情報、のいずれかを含むものであることを特徴とする車両。
【請求項１８】
　車両に関する情報を保持するためのメモリ部と、充電可能なバッテリーと、充電制御回
路と、を有し、
　前記メモリ部には前記車両に関する情報が保持され、
　リーダライタからの信号を受信した際に、前記リーダライタに対して前記車両に関する
情報を送信し、かつ、前記充電制御回路は前記バッテリーの電圧が任意の値に達している
か否かを判断して、前記バッテリーの充電を行うことを特徴とするＲＦＩＤタグ。
【請求項１９】
　車両に関する情報を保持するためのメモリ部と、充電可能なバッテリーと、充電制御回
路と、を有し、
　前記メモリ部には前記車両に関する情報が保持され、
　リーダライタからの信号を受信した際に、前記リーダライタに対して前記車両に関する
情報を送信し、かつ、前記充電制御回路は前記バッテリーの電圧が任意の値に達している
か否かを判断して、前記バッテリーの電圧が任意の値に達していない場合には前記バッテ
リーの充電を行うことを特徴とするＲＦＩＤタグ。
【請求項２０】
　請求項１８または請求項１９において、
　前記車両に関する情報は、車両識別情報、速度情報、日時情報、盗難情報、事故暦情報
、修復暦情報、納税情報、反則金納付情報、のいずれかを含むものであることを特徴とす
るＲＦＩＤタグ。


	header
	written-amendment

